
２０１６年（平成２８年）１２月９日 

 

第７０期司法修習生及び６０期以下の若手会員 各位 

 

大阪弁護士会 

会  長  山 口 健 一 

日本弁護士政治連盟大阪支部  

支 部 長  福 原 哲 晃 

 

 

 

拝啓 時下ますますご清祥の段、お慶び申しあげます。 

さて、大阪弁護士会及び日本弁護士政治連盟大阪支部は、共催により、下記のとおり弁護士

出身の自治体職員と若手弁護士、司法修習生及び法科大学院生（以下「若手弁護士等」といい

ます。）との懇談会を企画しました。この企画は、実際に自治体職員として活躍している弁護

士をお招きして、若手弁護士等の自治体職員への理解を深め、合わせて若手弁護士等の自治体

職員への道を開き、弁護士の職域の拡大に資することを目的として実施するものです。 

つきましては、自治体職員に興味のある方はもちろん、現時点では興味のない方も是非、ご

参加いただきたく、ご案内申しあげますので、万障お繰り合わせの上、ご参加ください。 

なお、ご参加いただける場合、後述するとおりメールにてお申し込みいただきますようお願

いいたします。 

敬具 

記 

１ 実施日時 

２０１７年（平成２９年）２月４日（土） 午後１時３０分～午後４時４５分 

２ 実施場所 

大阪弁護士会館９階９２０会議室 

３ 実施方法 

 自治体職員の方々から、当会からの事前質問事項に答える形で、就職活動、勤務時間、職

務内容、待遇等をご説明いただき、その後、出席者からの個別の質問にお答えいただくとい

う形式での懇談会 

【講師】 

① 荻野 泰三  氏（明石市総務部次長（コンプライアンス担当・訟務担当））（新６１期） 

② 常谷 麻子  氏（和歌山市総務公室総務部総務課法務専門副主幹）（新６１期） 

③ 村山 由希子 氏（明石市政策部市民相談室課長）（新６３期） 

④ 武田 宗久  氏（河内長野市総務部総務課主幹）（新６４期） 

 

４ 申込方法 

平成２９年１月２７日（金）までに、担当事務局の則次（s-noritsugu@osakaben.or.jp）

宛に、件名を「自治体職員との懇談会の件」とし、本文において、①氏名、②修習期、③本

懇談会への参加を希望する旨、④修習地（司法修習生の方のみ）及び⑤当日午後５時過ぎか

ら開催する予定の懇親会（講師も出席される予定です。）にも参加するかどうか（費用は後

日、ご連絡します。）を書いたメールを送ってください。 

以  上 

 お問合せ先 大阪弁護士会 企画部会員サポート課（則次） 

        TEL：06-6364-1372  FAX：06-6364-0678 

  

mailto:s-noritsugu@osakaben.or.jp

